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資料６  市内公共施設の休館等のお知らせ（施設掲示用） 

 

 

 

  

    

    

    
    

平成２３年３月１１日に   発生   いた   し   まし   た東北地方太平   

洋沖地震に伴   い、東北地方及び関東地方において、   電力   需要   

が逼迫していることから、市としても、可能な限り、節電に   

協力するため、下記のとおり、市内公共施設の   休館   等   を実施   

いたします。       

    なお、４月以降については、今後の状況を見て、３月中に   

判断いたします。決定し次第、ご案内いたします。   市民の皆   

様には多大なご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、貴重な   

電力の節電のため、ご理解とご協力をお願いいたします。       

  
  
【休館期間】       平成２３年３月１９日（土）～３月３１日（木）       

【休館施設】           

・福祉会館の一部           

・高齢者館（ほのぼの館・さわやか館）の一部           

・子ども広場事業       ・子育てふれあい広場事業       

・児童館       ・青少年センター           

・男女共同参画センター“ひらく”       ・ふれあい下水道館       

・平櫛田中彫刻美術館       ・市民文化会館（ルネこだいら）       

・鈴木遺跡資料館       ・体育施設       ・公民館       ・図書館       

・地域センター       

（学園西町地域センターの国際交流協会は除く）       

  
  
【   市役所土曜窓口   】平成２３年３月１９日（土）   及び       

３月２６日（土）は休止       

  
  
＜問い合わせ先＞       

    小平市   災害対策本部       

    ０４２－３４１－１２１１   （代表）       

の休館、市役所土曜窓口の休止について   

  
  

東北地方太平洋沖地震に伴う市内公共施設   
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資料７  被災者（避難者）向けリーフレット 

東日本大震災で被害を受けた方への小平市の各種軽減措置など（平成 23 年 6 月現在） 

東日本大震災で住宅などに被害を受けた方、原発事故による避難指示等の対象となる方などは、その被害の内容
に応じて下表の制度がご利用いただけます。（被害の程度や所得、住民登録の有無等により、ご利用いただけない場
合もありますので、各窓口までお問合せください。） 
このほかの国等や被災した際に居住していた市町村役場などで受けられる各種支援については、政府広報「生活再

建・事業再建ハンドブック」などでご確認ください。 

※小平市に避難されている方は、まずは所在地等の情報提供を 

東日本大震災等により、小平市に避難されている方の所在地等の情報提供を受け付けています。 
提供していただいた情報は、東京都を通じて、避難前にお住まいの県・市町村に送られ、今後の見舞金等の各種

給付の連絡、税や保険料の減免・猶予・期限延長等の通知などに利用されることになります。 
【お問い合わせ先】市民生活部市民課 ℡042-346-9520 

内  容 制度内容・対象 お問い合わせ先 

生活福祉資金貸付 被災した世帯への緊急小口資金貸付（特例貸付） 
小平市社会福祉協議会ふくしの相談窓口 

℡042-349-0151・042-344-1217 

健康相談 被害を受けた方への健康相談 
小平市健康課保健指導係 

℡042-346-3701 

市報の戸別配布 希望者に市報こだいらを無料で戸別配布 
小平市秘書広報課広報係 

℡042-346-9505 

法律相談等 被害を受けた方への法律相談等 
小平市秘書広報課（市民相談担当） 

℡042-346-9508 

保育料の減免 認可保育園に係る保育料の減免 
小平市保育課保育・幼稚園係 

℡042-346-9601 

市立小中学校への就学 転入学の手続、学用品費等の就学援助費の支給など 
小平市教育委員会学務課学事係 

℡042-346-9570 

市税の減免等 

個人住民税（震災により住宅や家財などに損害を受けた場

合の軽減措置） 

小平市税務課市民税普通徴収係・ 

市民税特別徴収係 

℡042-346-9522･9523 

固定資産税・都市計画税（震災により住宅が滅失・損壊し

た方で、家屋の買い換えなどをされた場合の軽減措置） 

小平市税務課土地評価係・家屋評価係 

℡042-346-9524･9525 

軽自動車税（震災により滅失・損壊した軽自動車に代わる

軽自動車を取得した場合の軽自動車税の非課税） 

小平市税務課庶務係 

℡042-346-9521 

保険料等の減免・猶予 

国民健康保険税 
小平市保険年金課保険税係 

℡042-346-9530 

国民年金保険料 
小平市保険年金課国民年金係 

℡042-346-9531 

後期高齢者医療保険料 
小平市保険年金課後期高齢者医療係  

℡042-346-9538 

国民健康保険・後期高齢者医療の一部負担金 

（医療機関等の窓口で支払う自己負担額） 

小平市保険年金課国民健康保険係 

℡042-346-9529 

小平市保険年金課後期高齢者医療係  

℡042-346-9538 

介護保険料 小平市介護福祉課保険係 

℡042-346-9510 介護保険サービス利用料 

障害福祉サービスの利用者負担金 
小平市障害者福祉課サービス支援係 

℡042-346-9542 

水道料金・下水道使用料

の減免 

水道料金・下水道使用料（いずれも１月当り使用量１０立

方メートル以下の分に係る料金）の減免 

東京都水道局多摩お客さまセンター 

0570-091-101（ナビダイヤルをご利用でき

ない場合は 042-548-5110） 

戦没者等の遺族に対す

る特別弔慰金等の国庫

債券買上 

特別弔慰金、特別給付金の国庫債券の買上申込 
小平市高齢者福祉課福祉総務係 

℡042-346-95３７ 

ごみの処理等 粗大ごみ等の処理についての相談 
小平市ごみ減量対策課 

℡042-346-9535 

コミュニティバス・タクシー 

無料乗車券 
小平市コミュニティバス・タクシーの無料乗車券交付 

小平市都市開発部（公共交通） 

℡042-346-9814 

※上記のほか、証明書発行等に係る手数料が減免となる場合があります。 
※市のサービス等の全般については「こだいら市民便利帳」をごらんください（市庁舎１階市政資料コーナー、東部・西部 
出張所で配布しています。）  
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